
香芝市監査委員告示第８号 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第７項の規定により執行した監査につい

て、同条第９項の規定によりその結果に関する報告を次のとおり公表します。 

 

令和８年２月２６日 

 

香芝市監査委員  近 藤  洋 

香芝市監査委員   下 村 佳 史 

 

 

第１ 香芝市監査委員監査基準への準拠 

  下記監査は、香芝市監査委員監査基準に準拠して実施した。 

 

第２ 監査の種類   

地方自治法第１９９条第７項の規定による財政的援助団体等の監査 

 

第３ 監査の対象   

１ 補助金交付団体     社会福祉法人 香芝市社会福祉協議会 

  ２ 所   管      健康福祉部 社会福祉課 

 

第４ 監査の執行実施期間 

令和７年１１月２８日から令和７年１２月２５日まで 

 

第５ 監査の着眼点 

  補助金交付団体への財政的援助等に係る出納その他事務の執行が法令等に従って適正に行

われているかなどを主眼として実施した。 

 

第６ 監査の主な実施内容 

補助事業に係る財務に関する事務の執行状況について、提出された資料を検討し関係諸帳簿

との照合及び内容を審査したほか、補助金交付団体の職員及びその所管課関係職員の説明を聴

取する方法で実施した。 

 

第７ 監査の結果 

監査した結果、補助金交付団体への財政的援助等に係る出納その他事務の執行については、

概ね妥当に処理されていると認められたものの一部に留意を要する事項が見受けられた。 

 

１ 要望事項 

（１） 職員の年齢構成の偏りの平準化を推進し、かつ、法令遵守に万全を期するため、

将来を見据えた職員採用を計画するとともに香芝市との人事交流制度も活用し、

今後も質の高い業務の継続性を維持されたい。 

 


